
　昨年10月18日に行われた、環境問題対策審議会（渡邉昇治会長）からの答申を受け、南島原市12月

定例議会で審議を経て議決された結果、本年 4 月 1 日から次のとおり改正されることになりました。

●深江地区専用「燃えるごみ（大）、燃えるごみ（中）」の販売を中止します。

　ただし、既に購入済みの上記袋については深江地区内に限って使用出来ます。

●布津地区専用「可燃物（大）、可燃物（中）、可燃物（小）」及び「各種資源ごみ袋」の販売を中止します。

　ただし、既に購入済みの上記袋については布津地区に限って使用出来ます。

　なお、今回廃止となる各種資源ごみ袋の代替え等については後日布津総合支所市民課よりチラシを　　

　当該地区内の方に配布します。

●旧南高南部衛生福祉組合管内専用「もえるごみ袋（大）、もえるごみ袋（小）」の販売を中止します。

　ただし、既に購入済みの上記袋については旧南高南部衛生福祉組合管内地区に限って使用出来ます。

　現在使用している「もえないごみ袋」については、今後とも、従来どおり店頭にて販売し、使用し　　

ていただきますが、新たに製作するごみ袋につきましては、分別収集をなお一層推進することから、図　　

柄を下記のとおり変更いたします。なお、販売価格や袋の大きさの変更は行いません。

　平成14年 8 月から、住民基本台帳ネットワークシステムが導入されています。このシステムの中で利

用できるのが「住民基本台帳（住基）カード」です。

　この中の顔写真つきの住基カードは、公的な身分証明書となりますので、本人確認が必要な場合に身

分証明書として利用できます。

　今年 1 月 4 日から、金融機関などの窓口で10万円以上の振込みを行う際に身分証明書の提示が必要に

なるなど、個人情報や身分証明においての社会情勢が変化しています。

　特に運転免許証をお持ちでない人にとっては、住基カードを持っていると便利です。

　住民基本台帳カードは、市役所各総合支所および住民センターの市民窓口で申請できます。

手数料は500円で、必要な書類がそろっていれば、申請後２～３日で受け取れます。

●住民基本台帳カード交付申請書 

●運転免許証、パスポート等の公的機関が発行した写真付の証明書

　（写真付の証明書等をお持ちでない方には住民基本台帳カード交付通知書兼照会書を自宅に郵送します。

　 後日、本人が、配達されたその回答書を持参し、交付を受けることになります。なお、その際、保険

　 証等本人の名前が確認できる書類をお持ちください。）

●顔写真付カードの交付を受けようとする場合は、6 カ月以内に撮影した無帽、正面、

　無背景の写真（縦 45mm、横 35mm 以内で頭部の輪郭が 20mm の正方形に収まらないもの。） 

●受け取るときに、数字４桁の暗証番号を自ら登録していただきます。 

もえるごみ袋（大）

南島原市

ごみの減量や資源化に努めましょう。

◎この袋の購入代金がごみ処理手数料となります。

◎収集日に決められた場所に出して下さい。

◎水はよく切ってから入れましょう。

◎袋の口はよく結んで出しましょう。

◎ルールが守られない場合は収集しないことがあります。

もえるごみ袋（小）

南島原市

ごみの減量や資源化に努めましょう。

◎この袋の購入代金がごみ処理手数料となります。

◎収集日に決められた場所に出して下さい。

◎水はよく切ってから入れましょう。

◎袋の口はよく結んで出しましょう。

◎ルールが守られない場合は収集しないことがあります。

変更前 変更後
もえないごみ袋

南島原市

氏 名

もえないごみ袋

南島原市

◎あきかん

◎あきびん

◎金属類

◎陶器類（ガラス類含む）

◎その他

この袋には１種類のごみしか入られません

分別収集にご協力願います

金融機関の窓口で
10万円を超える振
り込みをするとき

銀行などで口座を
開 設 す る と き

パ ス ポ ー ト の
発 行 の と き

携 帯 電 話 の
新 規 契 約 の と き

書 留 郵 便 な ど の
受 け 取 り の と き

婚 姻 な ど 戸 籍 の
届 出 の と き

転 居 な ど
住所変更届のとき

クレジットカード
契 約 の と き

こんなに便利で
す!!

こんなに便利で
す!!
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